
 

【計画修正の趣旨】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画修正の概要】 

＜実行計画事業費の一部修正＞  

 

 

 区では、杉並区基本構想に掲げる区が目指すまちの姿「みどり豊かな 住まい

のみやこ」の実現に向けて、杉並区総合計画、杉並区実行計画、杉並区区政経営

改革推進計画、杉並区協働推進計画、杉並区デジタル化推進計画及び杉並区区立

施設マネジメント計画（以下「総合計画等」という。）を策定し計画事業等を実施

しているが、令和 5（2023）年度に改定を行った総合計画等においては、3年ごと

の改定に加え、必要に応じて毎年度修正を行うこととしたところである。 

令和 7（2025）年度は、杉並区実行計画、杉並区区政経営改革推進計画、杉並

区デジタル化推進計画及び杉並区区立施設マネジメント計画の 4計画について、

令和 6（2024）年度の一部修正時には想定することができず、かつ令和 8（2026）

年度に予定している総合計画等の改定前に対応する必要がある修正が生じたた

め、毎年度修正を実施することとする。 
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＜関係課の変更＞ 

組織改正に伴う関係課の変更  

令和 6（2024）年度～令和 8（2026）年度を計画期間とする杉並区デジタル化推進

計画（第 2次）における取組のうち、以下の取組の関係課については、令和 7（2025）

年度に実施された組織機構改正に伴い、令和 7（2025）年度以降、次の表の改正前

の欄に掲げる名称から同表の改正後の欄に掲げる名称へ変更する。 

【該当する計画及び取組名】 

  ○杉並区デジタル化推進計画（第 2次） 

   ・方針 1 デジタルデバイド対策の推進 

【改正前及び改正後の関係課の名称】 

改正前 改正後 

障害者生活支援課 障害者施設支援課 

 

 

 

 

 

＜条例、施設名称決定等に伴う名称の変更＞ 

 令和 6（2024）年度の総合計画等の一部修正を行った後に、正式に名称が決定した

条例、施設等について、総合計画等における事業名、取組名、施設名等については、

次の表の修正前の欄に掲げる名称から同表の修正後の欄に掲げる名称へ変更する。 

 

 

修正前 修正後 修正理由 

（仮称）下高井戸四丁目第

二公園 
下高井戸みんなの公園 

令和 7（2025）年 3月に公

園の名称が決定したため。 

（仮称）杉並区子どもの権

利に関する条例 

杉並区子どもの権利に関

する条例 

令和 7（2025）年 3月に条

例が制定されたため。 

（仮称）杉並区いじめの防

止等に関する条例 

杉並区いじめの防止等に

関する条例 

令和 7（2025）年 3月に条

例が制定されたため。 

（仮称）杉並区役所庁舎整

備基金 
杉並区役所庁舎整備基金 

令和 7（2025）年 4月に当

該基金を設置したため。 

（仮称）南阿佐ヶ谷第四自

転車駐車場 

南阿佐ヶ谷第四自転車駐

車場 

令和 7（2025）年 6月に施

設の名称が決定したため。 


